
事 務 連 絡 

平成 30年 8月 23日 

居宅介護支援事業所管理者様 

 

邑智郡総合事務組合 

介護保険課長 

 

訪問回数の多い利用者のケアプランの届出について 

 

 

平素より介護保険事業につきましてご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、平成 30 年 10 月施行の介護保険制度改正に伴い、訪問介護における生活援助中心

型サービスについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用の観点から、

通常の利用状況からかけ離れた利用回数となっているケアプランについて、市町村への届出

が義務づけられることとなります。 

つきましては、下記のとおり届出を行っていただくこととなりますので、ご確認及びご対応の

ほどお願い申し上げます。 

 

記 

 

1. 届出の対象     訪問介護の種類 ： 生活援助中心型サービス 

基準となる回数  ： 厚生労働大臣が定める回数※1以上 

※1：全国での利用回数の平均偏差に２を乗じた回数 

 

2. 提出書類      居宅サービス計画書 

 

3. 取扱い開始日   平成 30年 10月 1日以降に作成又は変更した居宅サービス計画 

           

※ なお、詳細は別紙をご確認ください。 

 

以上 

 

 

 

 

 

邑智郡総合事務組合 

介護保険課 

電話 0855-72-3535 



別紙 

 

通常のケアプランよりかけ離れた回数の訪問介護（生活援助中心型）の届出について 

邑智郡総合事務組合 介護保険課 

 

1. 届出対象 

    訪問介護における生活援助中心型サービス 

 

2. 届出の要否の基準となる回数 

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

27回 34回 43回 38回 31回 

 

3. 届出者 

 上表の回数以上の訪問介護をケアプランに位置づけた居宅介護支援専門員 

 

4. 届出先 

邑智郡総合事務組合 介護保険課 

〒696-0001 

   邑智郡川本町大字川本 332-15 悠邑ふるさと会館内 

 

5. 届出の期日 

当該月において作成又は変更（軽微な変更を除く）した居宅サービス計画※について、 

翌月の末日までに届け出てください。 

※ 当該月において利用者の同意を得て交付をした居宅サービス計画をいいます。 

 

6. 届出に必要な書類 

    居宅サービス計画書（１）（２）（３） 

※ 当該利用者について、家族の支援を受けられない状況や認知症等の症状があることそ

の他の事情により、訪問介護（生活援助中心型）の利用が必要である理由が居宅サー

ビス計画からわかるように記載をしてください。 

 

7. 届出後の対応 

・ 保険者によるケアプランの点検を行います。 

・ 地域ケア会議においてケアプランの検証を行います。 

※ 必要に応じてサービス内容の是正を促すことはありますが、届出によって利用の可否を

決定するものではありませんので、特段の通知等は行いません。 


